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第13条 職員の服務等に関する条例(平成 7年条例第 4号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 3項中「第28条の 4第 1項若しくは第28条の 5第 1項又は第28条の 6第 1項

若しくは第 2項」を「第22条の 4第 1項又は第22条の 5第 1項」に改め、 「で同法第28

条の 5第 1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を削り 、 「再任用短時間勤務職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。

第 3条第 1項ただし書、第 2項ただし書及び第 3項ただし書、第4条第 2項並びに第

12条第 1項第 1号中「再任用短時間勤務職員」を 「定年前再任用短時間勤務職員Jに改

める。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第14条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第 3号)の一部を次

のように改正する。

第 2条第 2項第 1号中 I(地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第28条の 4第 1項

又は第28条の 6第 1項の規定により採用された職員を除く。) Jを削り、同項第 3号中

「地方公務員法」の次に I(昭和25年法律第261号) Jを加え、同項中第 5号を第 6号

とし、第 4号の次に次の 1号を加える。

(5) 職員の定年等に関する条例第 9条各項の規定により異動期間(これらの規定によ

り延長された期間を含む。 )を延長された管理監督職を占める職員

第11条第 1号中 I(地方公務員法第28条の 4第 1項又は第28条の 6第 1項の規定によ

り採用された職員を除く。 )J を削り、同条中第 5号を第 6号とし、第4号の次に次の

1号を加える。

(5) 職員の定年等に関する条例第 9条各項の規定により異動期間(とれらの規定によ

り延長された期間を含む。 )を延長された管理監督職を占める職員

(金沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第15条 金沢市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第 1号)の一

部を次のように改正する。

第 3条中 「第28条の 5第 1項」を 「第22条の 4第 1項」に改める。

(職員の再任用に関する条例の廃止)

第16条 職員の再任用に関する条例(平成13年条例第 1号)は、廃止する。

附員iJ

(施行期日)

第 1条 この条例は、令和 5年4月 1日から施行する。ただ し、附則第11条の規定は、公

布の日から施行する。

(職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第 2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という 。)前に第 1条の規定

による改正前の職員の定年等に関する条例(以下 「旧定年条例」という。)第4条第 1

項又は第 2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条

第 1項の期限又は同条第 2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において

同じ。)が施行日以後に到来する職員 (以下この項において「旧定年条例勤務延長職

員」と いう 。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された

期限が到来する場合において、第 1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例
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(以下「新定年条例」という 。)第 4条第 1項各号に掲げる事由があると認めるときは、

市長の承認を得て、とれらの期限の翌日から起算して 1年を超えない範囲内で期限を延

長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年

条例第 2条に規定する定年退職日の翌日から起算して 3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行目、令和 7年 4月 1日、令和 9年 4月 1日、令和11年 4月

1日及び令和 13年 4月 1日をいう 。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の 3

月31日までの問、基準日における新定年条例定年(新定年条例第 3条に規定する定年を

いう 。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場

合には、施行日の前日における旧定年条例第 3条に規定する定年)を超える職(基準日

における新定年条例定年が新定年条例第 3条第 1項に規定する定年である職に限る。)

及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から

基準日の翌年の 3月31日までの聞に新定年条例第 4条第 1項若しくは第 2項の規定、地

方公務員法の一部を改正する法律(令和 3年法律第63号。以下「令和 3年地方公務員法

改正法」という 。)附則第 3条第 5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、

基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日であ

る場合には、施行日の前日における旧定年条例第 3条に規定する定年)に達している職

員 (当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転

任することができない。

3 新定年条例第 4条第 3項から第 5項までの規定は、第 1項の規定による勤務について

準用する。

第 3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の 3月

31日(以下この条から附則第 6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という 。)

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定

年条例定年(旧定年条例第 3条に規定する定年をいう 。以下同じ。) (施行日以後に新

たに設置 された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、

当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じ

た当該職に係る年齢。次条第 1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績

その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲内で任期を定め、

当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1)施行目前に旧定年条例第 2条の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第 4条第 1項若しくは第 2項、令和 3年地方公務員法改正法附則第 3条

第 5項又は前条第 1項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行目前に退職した者(前 2号に掲げる者を除く 。)であって、

当該退職の日の翌 日から起算して 5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前 3号に掲げる者を除く 。)であって、

当該退職の日の翌日から起算して 5年を経過する日までの聞に、旧地方公務員法再任

用(令和 3年地方公務員法改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261

号)第28条の 4第 1項、第28条の 5第 1項又は第28条の 6第 1項若しくは第 2項の規

定により採用することをいう 。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第 1項

若しくは第 2項、附則第 5条第 1項若しくは第 2項又は附則第 6条第 1項若しくは第
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2項の規定により採用することをいう 。次項第 6号において同じ。)をされたことが

ある者

2 令和 14年 3月31日までの問、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の

末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る

新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく

選考により、 1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用する

ことができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第 2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第 4条第 1項又は第 2項の規定により勤務した後退職した

者

(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和 3年地方公

務員法改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という 。)第22

条の 4第 3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に新定年条例第13条第 1項の規定により採用された者のうち、新地方公

務員法第22条の 5第 3項において準用する新地方公務員法第22条の 4第 3項に規定す

る任期が満了したことにより退職した者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く 。)であって、

当該退職の日の翌日から起算して 5年を経過する日までの間にある者

(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く 。)であって、

当該退職の日の翌日から起算して 5年を経過する日までの聞に、暫定再任用をされた

ことがある者

3 前 2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、 1年を超えない範囲内で更

新することができる。ただし、当該任期の末日は、前 2項の規定により採用する者又は

この項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならな

し、。

4 暫定再任用職員 (第 1項若しくは第 2項、次条第 1項若しくは第 2項、附則第 5条第

1項若しくは第 2項文は附則第 6条第 1項若しくは第 2項の規定により採用された職員

をいう 。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該

暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことが

できる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用

職員の同意を得なければならない。

第 4条 任命権者は、前条第 1項の規定によるほか、組合(本市が加入する地方自治法

(昭和22年法律第67号)第284条第 1項の一部事務組合又は広域連合をいう 。以下同

じ。)における前条第 1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間に

ある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年

に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1

年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和 14年 3月31日までの問、任命権者は、前条第 2項の規定によるほか、組合におけ

る同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当
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該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲内

で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前 2項の場合においては、前条第 3項から第 5項までの規定を準用する。

第 5条 任命権者は、新地方公務員法第22条の 4第 4項の規定にかかわらず、附則第 3条

第 1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当

該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第 12条に規定する短時間勤務の職

をいう 。以下同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとし

た場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施

行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が

施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時

勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧

定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう 。次条第 1項において同じ。)に達し

ている者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超

えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和 14年 3月31日までの問、任命権者は、新地方公務員法第22条の 4第 4項の規定に

かかわらず、附則第 3条第 2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの

間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年

相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時

間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう 。次

条第 2項及び附則第10条において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定に

より当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く 。)を、従前の勤務実績その

他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲内で任期を定め、当該

短時間勤務の職に採用することができる。

3 前 2項の場合においては、附則第 3条第 3項から第 5項までの規定を準用する。

第 6条 任命権者は、前条第 1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の 5第 3項に

おいて準用する新地方公務員法第22条の 4第 4項の規定にかかわらず、組合における附

則第 3条第 1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であ

って、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢に達し

ている者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、 1年を超

えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和 14年 3月31日までの問、任命権者は、前条第 2項の規定によるほか、新地方公務

員法第22条の 5第 3項において準用する新地方公務員法第22条の 4第 4項の規定にかか

わらず、組合における附則第 3条第 2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末

日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年

条例定年相当年齢に達している者(新定年条例第13条第 1項の規定により当該短時間勤

務の職に採用することができる者を除く 。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める

情報に基づく選考により、 1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に

採用することができる。
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3 前 2項の場合においては、附則第 3条第 3項から第 5項までの規定を準用する。

第 7条 令和 3年地方公務員法改正法附則第 8条第 3項の条例で定める職は、次に掲げる

職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等 により名称が変更された職

2 令和 3年地方公務員法改正法附則第 8条第 3項の条例で定める年齢は、前項に規定す

る職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた

当該職に係る年齢とする。

第 8条 令和 3年地方公務員法改正法附則第 4条から第 7条までの規定が適用される場合

における令和 3年地方公務員法改正法附則第 8条第 4項の規定により読み替えて適用す

る新地方公務員法第22条の 4第 4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1)施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等 により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和 3年地方公務員法改正法附則第 4条から第 7条までの規定が適用される場合にお

ける令和 3年地方公務員法改正法附則第 8条第 4項の規定により読み替えて適用する新

地方公務員法第22条の 4第 4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前

日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要す

る職でその職務が同項に規定する職を同種の職を占めているものとしたときにおける旧

定年条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。

第 9条 令和 3年地方公務員法改正法附則第 8条第 5項の条例で定める職は、次に掲げる

職のうち、当該職が基準日(附則第 3条から第 6条までの規定が適用される聞における

各年の 4月 1日(施行日を除く 。)をいう 。以下この条において同じ。)の前日に設置

されていたものとした場合において、 基準日における新定年条例定年が基準日の前日に

おける新定年条例定年を超える職とする。

(1)基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。

2 令和 3年地方公務員法改正法附則第 8条第 5項の条例で定める者は、前項に規定する

職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係

る新定年条例定年に達している者とする。

3 令和 3年地方公務員法改正法附則第 8条第 5項の条例で定める職員 は、第 1項に規定

する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職

に係る新定年条例定年に達している職員 とする。

第10条 任命権者は、基準日(令和 7年 4月 1日、令和 9年 4月 1日、令和 11年 4月 1日

及び令和 13年 4月 1日をいう 。以下この条において同じ。)から基準 日の翌年の 3月31

日までの問、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条

例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新

定年条例第 3条第 1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当

する 基準日以後に設置 された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以

下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」 という 。)に、

基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準
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目前から新定年条例第4条第 1項又は第 2項の規定により勤務した後基準日以後に退職

をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年

相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則

で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条又は第13

条第 1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時

間勤務職に、新定年条例第12条又は第13条第 1項の規定により採用された職員 (以下こ

の条において「定年前再任用短時間勤務職員」という 。)のうち基準日の前日において

同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定

年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員 (当該規則で定める短時間勤務の

職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は

転任することができない。

第11条 令和 3年地方公務員法改正法附則第 2条第 3項に規定する条例で定める年齢は、

年齢60年とする。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第 2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例Jとい

う。)附則第10項から第17項までの規定は、令和 3年地方公務員法改王法附則第 3条第

5項又は第 6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 暫定再任用職員 (令和 3年地方公務員法改正法附則第4条第 1項若しくは第 2項、

第 5条第 1項若しくは第 3項、第 6条第 1項若しくは第 2項又は第 7条第 1項若しくは

第 3項の規定により採用された職員をいう 。以下同じ。) (短時間勤務の職を占める暫

定再任用職員 (以下「暫定再任用短時間勤務職員」という 。)を除く 。)の給料月額は、

当該暫定再任用職員が地方公務員法第22条の 4第 1項又は第22条の 5第 1項の規定によ

り採用された職員 (以下「定年前再任用短時間勤務職員」という 。)であるものとした

場合に適用される職員の給与に関する条例第 4条第 2項に規定する給料表の定年前再任

用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第 5条第 2項の規定により

当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成 3年法律第110号)第10条第 1項に規定

する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員 (暫定再任用短時間勤務職員を除く 。)

に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、 「に、職員の服

務等に関する条例(平成 7年条例第 4号)第 2条第 2項の規定により定められた当該暫

定再任用職員の勤務時間を同条第 1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再

任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第 4条

第 2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のう

ち、同条例第 5条第 2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級

に応じた額に、職員の服務等に関する条例第 2条第 3項の規定により定められた当該暫

定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第 1項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例
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第13条第 2項及び第16条第 3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、新給与条例第21条第 3

項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第 1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の

額の同条第 2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用につ

いては、同項第 1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時

間勤務職員及び暫定再任用職員 (地方公務員法の一部を改正する法律(令和 3年法律第

63号)附則第 4条第 1項若しくは第 2項、第 5条第 1項若しくは第 3項、第 6条第 1項

若しくは第 2項又は第 7条第 1項若しくは第 3項の規定により採用された職員をいう 。

次号において同じ。)Jと、同項第 2号中 「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは

「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例 5条第 3項、第 6項及び第 8項から第10項まで、第10条の 3

から第12条まで、第12条の 3から第12条の 5まで及び第23条並びに新給与条例第 5条第

4項、第 5項及び第 7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、市

長が別に定める。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 企業職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員は、第 4条の規定による改正後の企

業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下 「新企業職員給与条例」という 。)第

19条第 1項に規定する職員 とみなして、新企業職員給与条例の規定を適用する。

2 新企業職員給与条例第 5条、第 5条の 2、第 5条の 4、第12条及び第15条の規定は、

暫定再任用職員 (暫定再任用短時間勤務職員 を除く 。)には適用しない。

(金沢市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員に対する第 5条の規定による改正後の金沢市職員退職手当支給条

例第 1条第 1項の規定の適用については、同項中「を除く」とあるのは、 「並びに地方

公務員法の一部を改正する法律(令和 3年法律第63号)附則第 4条第 1項若しくは第 2

項、第 5条第 1項若しくは第 3項、第 6条第 1項若しくは第 2項文は第 7条第 1項若し

くは第 3項の規定により採用された職員を除く」とする。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、第10条

の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第31条及び第32条第 3項の規定

を適用する。

(職員の服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、第13条

の規定による改正後の職員の服務等に関する条例の規定を適用する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 暫定再任用職員 (暫定再任用短時間勤務職員を除く 。)に対する第14条の規定に

よる改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第 2条第 2項第 1号及び第11

条第 1号の規定の適用については、令和 14年 3月31日までの問、これらの規定中 「任期

を定めて任用される職員」とあるのは、 「任期を定めて任用される職員 (地方公務員法
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の一部を改正する法律(令和 3年法律第63号)附則第 4条第 1項若しくは第 2項、第 5

条第 1項若しくは第 3項、第 6条第 1項若しくは第 2項又は第 7条第 1項若しくは第 3

項の規定により採用された職員(地方公務員法第22条の 4第 1項に規定する短時間勤務

の職を占めるものを除く 。)を除く 。)Jとする。

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 9月20日

金沢市長 村 山 卓

。金沢市条例第33号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第 2号)の一部を次のように改正する。

第 2条第 3号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、次の

いずれかに該当するもの」に改め、同号ア(7)中「第 2条の 4の規定に該当する場合にあ

っては、」を「当該子の出生の日から第 3条の 2に規定する期間内に育児休業をしようと

する場合にあっては当該期間の末日から 6月を経過する目、第 2条の 4の規定に該当する

場合にあっては当該子が」に改め、同号イを次のように改める。

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア)その養育する子が 1歳に達する日(以下 I1歳到達日」という。) (当該子に

ついて当該非常勤職員が第 2条の 3第 2号に掲げる場合に該当してする育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日 。以下この(7)において同じ。)において育児休業をしている非常

勤職員であって、同条第 3号に掲げる場合に該当して当該子の 1歳到達日の翌日

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ)その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員

であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用

されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の

翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業を しようとするも

の

第 2条第 3号ウを削る。

第 2条の 3第 3号を次のように改める。

(3) 1歳から 1歳 6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合の

いずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業を

している場合であって第 3条第 7号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる

場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合

に該当する場合) 当該子の 1歳 6か月到達日

ア 当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該

当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれ

に相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の

末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そ
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のいずれかの日) )の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する

場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとする場合

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日(当該非常勤職員が前号

に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場

合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の 1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる

場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の 1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において

地方等育児休業をしている場合

ウ 当該子の 1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のため

に特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳到達日(当該非常勤職員が前号

に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げ

る場合に該当して育児休業をしたことがない場合

第 2条の 4各号列記以外の部分を次のように改める。

育児休業法第 2条第 1項の条例で定める場合は、 1歳 6か月から 2歳に達するまでの

子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子

についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第 7号に掲げる

事情に該当するときは第 2号及び第 3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特

別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

第 2条の 4中第 2号を第 3号とし、第 1号を第 2号とし、同号の前に次の 1号を加える。

(1) 当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か月到達日の翌日 (当該非常勤職員の配偶者がこ

の条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合

にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休

業の期間の初日とする育児休業を しようとする場合

第 2条の 4に次の 1号を加える。

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳 6か月到達日後の期間においてこ

の条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第 2条の 5を削る。

第 3条中第 5号を削り、第 6号を第 5号とし、第 7号を第 6号とし、同条第 8号中「そ

の」を「任期を定めて採用された職員であって、当該」に、 「非常勤職員」を「もの」に、

「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、 「に特定職に引き続き」を

「引き続いて特定職に」に、 「任期の末日の」を「育児休業に係る子について、当該更新

前の任期の末日の」に、 「引き続き採用される日」を「採用の日」に改め、同号を同条第

7号と し、同条の次に次の 1条を加える。

(育児休業法第 2条第 1項第 1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める

期間)
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第 3条の 2 育児休業法第 2条第 1項第 1号の人事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間は、 57日間とする。

第11条第 6号中 「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。

附則

1 この条例は、令和 4年10月 1日から施行する。

2 この条例の施行の目前に育児休業等計画書を提出した職員に対する 改正前の第 3条

(第 5号に係る部分に限る。)及び第11条(第 6号に係る部分に限る。)の規定の適用

については、なお従前の例による。

金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 9月20日

金沢市長 村 山 卓

。金沢市条例第34号

金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。

第 1条第 2項中 「含む」の次に「。第 9条第 2項において「勤務日数」と いう 」を 、

i18日」の次に i(1月間の日数(金沢市の休日を定める条例(平成 2年条例第 1号)第

1条第 1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっ

ては、 18日から 20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第 9条第 2項におい

て 「職員みな し日数」と いう 。)J を加える。

第 9条第 2項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例

若 しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日

を含む。) Jを「勤務日数」に、 i18日」を「職員みなし日数」に改め、同条第 4項中「、

当該退職後」を「当該退職後」に、 「支給期間」とする」を 「支給期間」とし、当該退職

の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始

した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、

市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間 (当該実施期間の日数が 4年から第

1項及びこの項の規定により 算定さ れる期間の日数を除いた日数を超える場合における当

該超える日数を除く。)は、第 1項及びこの項の規定による期間に算入しなしリに改め、

同条第11項第 5号中「第 4条第 8項」を「第 4条第 9項」に改める。

附則第28項中「平成34年 3月31日」を「令和 7年 3月31日」に改める。

附則

(施行期日)

第 1条 この条例は、令和 4年10月 1日から施行する。ただし、第 9条第 4項及び附則第

28項の改正規定並びに次条第 2項の規定は、公布の日か ら施行する。

(経過措置)

第 2条 改正後の第 1条第 2項及び第 9条第 2項の規定は、令和 4年10月 1日以後の期間

における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期

間の計算については、なお従前の例による。

2 改正後の第 9条第 4項の規定は、令和 4年 7月 1日以後に同項の事業を開始した職員
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その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について

適用する。

(金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第 3条 金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第54号)のー

部を次のように改正する。

附則第 5項中「新条例第 1条第 2項」を「金沢市職員退職手当支給条例第 1条第 2

項」に、 「、 新条例」を「、同条例」に、 「新条例第 2条」を「同条例第 2条」に改め

る。

附則第 7項中「新条例」を「金沢市職員退職手当支給条例」に改める。

金沢市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 9月20R 

金沢市長 村 山 卓

。金沢市条例第35号

金沢市手数料条例の一部を改正する条例

金沢市手数料条例(平成12年条例第 3号)の一部を次のように改正する。

別表第105号の項中「第85条第 5項」を「第85条第 6項」に改め、同表第105号の 2の項

中「第85条第 6項」を「第85条第 7項」に改め、同表第110号の 3の 2の項中「第87条の

3第 5項」を「第87条の 3第 6項」に改め、同表第110号の 3の 3の項中「第87条の 3第

6項」を「第87条の 3第 7項」に改め、同表第116号の 3の 2の項中「第 5項まで」を

「第 7項まで」に改め、 「認定に限る。) Jの次に「又は長期優良住宅維持保全計画の認

定」を加え、同表第116号の 5の 2の項中「認定に限る。) Jの次に「又は長期優良住宅

維持保全計画の変更の認定」を加える。

附則

この条例は、公布の日から施行する。ただ し、別表第116号の 3の 2の項及び第116号の

5の2の項の改正規定は、令和 4年10月 1日から施行する 。

金沢市学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 9月20日

金沢市長 村 山 卓

。金沢市条例第36号

金沢市学校設置条例の一部を改正する条例

金沢市学校設置条例(昭和40年条例第 1号)の一部を次のように改正する。

別表中
(仮称)金沢市立田上校下新小

学校 をい問霧一校 、

7

」

1
1
1
J
 

'金沢市立小将町中学校 |金沢市小将町 1番 15号

金沢市立小将町中学校特学分校 |金沢市小将町 1番 15号
を
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金沢市立長町中学校

金沢市立長町中学校芳斎分校

改める。

附則

金沢 市公 報

金沢市長町 1丁目 10番35号

金沢市芳斉 2丁目 3番 8号

1 この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。

2 この条例の施行の日から教育委員会規則で定める日までの聞は、改正後の別表金沢市

立長町中学校芳斎分校の項中「金沢市芳斉 2丁目 3番 8号」とあるのは、 「金沢市小将

町 1番 15号」とする。

金沢市文化財保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 9月20日

金沢市長 村 山 卓

。金沢市条例第37号

金沢市文化財保護条例の一部を改正する条例

金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第 8号)の一部を次のように改正する。

「第 2章 指定文化財(第 5条一

目次中 「第 2章 指定文化財(第 5条一第19条) Jを 第 3章 登録文化財(第20条一

第 4章 認定歴史文化遺産 (第

第 19条)

第27条) に、「第 3章」 を「第 5章」 に、「第20条第23条」 を「第30条第33

28条・第29条) J 

条」に、「第 4章」を「第 6章」に、「第24条第27条」を「第34条第37条」に、「第

5章」を 「第 7章」に、「第28条」を「第38条」に、 「第 6章」を「第 8章」に、 「第29

条第31条」を「第39条第41条」に改める。

第 2条第 3号中「風俗習慣」を「風俗慣習」に改める。

第 6条第 4項 中 「昭和32年石川県条例第41号」の次に 「。以下「県条例」 という 。」を

力日える。

第 6章 中第31条を第41条とし、第30条を第40条とし、第29条を第39条とし、同章を第 8

章 とし、第 5章中第28条を第38条とし、同章を第 7章 とし、第 4章中第27条を第37条とし、

第24条から第26条までを 10条ずつ繰り下げ、同章を第 6章 とし、第 3章中第23条を第33条

とし、第20条から第22条までを 10条ずつ繰り下げ、同章を第 5章 とし、第 2章の次に次の

2章を加える。

第 3章 登録文化財

(登録)

第20条 市長は、文化財(法又は県条例により指定され、又は登録されている文化財及び

指定文化財を除く 。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措

置が特に必要とされるものを金沢市登録文化財(以下「登録文化財」 という 。)として

登録簿 に登録することができる。

2 市長は、無形文化財又は無形民俗文化財について前項の規定による登録をしようとす
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るときは、その保持者又は保持団体を認定しなければならない。

3 第 1項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ登録しようとする文化財

の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないときは、この

限りでない。

4 第 1項の規定による登録又は第 2項の規定による認定をしようとするときは、あらか

じめ金沢市文化財保護審議会の意見を聴くものとする。

(登録の抹消及び認定の解除)

第21条 市長は、登録文化財が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その

登録を抹消することができる。

(1) 市の区域内に存在しなくなったとき。

(2) その他特別の理由があるとき 。

2 前条第 2項の規定により認定された保持者が心身の故障により保持者として適当でな

くなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当で

なくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、市長は、その認定を解除

することができる。

3 前条第 4項の規定は、第 1項の規定による登録の抹消及び前項の規定による認定の解

除について準用する。

4 登録文化財について、法若しくは県条例により指定され、若しくは登録されたとき又

はこの条例により指定されたときは、登録文化財の登録は、抹消されたものとする。

5 前条第 1項の規定による登録をする無形文化財又は無形民俗文化財について、保持者

が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下との項におい

て同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが

死亡したとき又は保持団体の全てが解散したときは、登録文化財の登録は抹消されたも

のとする。

(告示、通知及び登録証の交付及び返還)

第22条 市長は、第20条第 1項の規定による登録若しくは同条第 2項の規定による認定又

は前条第 1項、第 4項若しくは第 5項の規定による登録の抹消若しくは同条第 2項若し

くは第 5項の規定による認定の解除があったときは、その旨を告示するとともに、所有

者等に通知しなければならない。

2 第20条第 1項の規定による登録、同条第 2項の規定による認定、前条第 1項の規定に

よる登録の抹消及び同条第 2項の規定による認定の解除は、前項の告示があった日から

その効力を生ずる。

3 市長は、第20条第 1項の規定による登録があった場合は、当該登録文化財の所有者等

に登録証を交付しなければならない。

4 所有者等は、前条第 1項の規定による登録の抹消について、第 1項の規定による通知

を受けたときは、速やかに前項の登録証を市長に返還しなければならない。

(管理義務及び管理責任者)

第23条 登録文化財の所有者等は、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に従い、

登録文化財を管理しなければならない。

2 登録文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、当該登録文化財の管理責任者を
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選任することができる。

(指定文化財の規定の準用)

第24条 第10条及び第11条の規定は、登録文化財について準用する。この場合において、

同条第 2項中「指定書」 とあるのは、 「登録証」と読み替えるものとする。

(現状変更等の届出等)

第25条 登録文化財(無形文化財及び無形民俗文化財を除く。次項において同じ。)に関

しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじ

めその旨を市長に届け出なければならない。

2 登録文化財の保護上必要があると認めるときは、市長は、前項の規定による届出に係

る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(財政上の支援)

第26条 登録文化財の管理等につき多額の経費を要し、所有者等文は管理責任者がその負

担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市長は、その経費の一部に充てさ

せるため、登録文化財の所有者等又は管理責任者に対し、予算の範囲内において、財政

上の支援をすることができる。

(公開)

第27条 市長は、登録文化財の所有者等(管理責任者がある場合は、その者)に対し、当

該登録文化財の公開について指導又は助言をすることができる。

第 4章 認定歴史文化遺産

(認定等)

第28条 市長は、文化財及び文化財に準ずるもののうち、地域に伝え残され、及び親しま

れているものであって歴史上、芸術上、学術上若しくは観賞上価値のあるもの又は住民

の生活の推移の理解に有用なもので保存及び活用の必要があると認めるものを金沢市認

定歴史文化遺産(以下「認定歴史文化遺産」という。)に認定することができる。

2 市長は、認定歴史文化遺産の保存及び活用のために必要な施策を実施するものとする。

3 認定歴史文化遺産に係る認定の要件及び手続その他必要な事項は、市長が別に定める。

(認定の解除)

第29条 市長は、認定歴史文化遺産が認定の要件を欠くこととなった場合又は公益上の理

由その他特別の事由があると認める場合は、当該認定を解除することができる。

附則

1 この条例は、令和 4年10月 1日から施行する。

2 金沢市こまちなみ保存条例(平成 6年条例第 1号)の一部を次のように改正する。

第19条中 i(昭和48年条例第 8号) Jの次に「第 5条第 1項の規定により金沢市指定

文化財として指定されたもの」を加える。

3 金沢の歴史的文化資産である寺社等の風景の保全に関する条例(平成14年条例第 10

号)の一部を次のように改正する。

第14条中 i(昭和48年条例第 8号) J の次に「第 5条第 1項の規定により金沢市指定

文化財として指定されたもの」を加える。

29 



令和4年(2022年)9月初日 号外第 28号 金沢市公報

地番n
h
u
 

n
h
U
 

同
口丁44 

ふ午
畠
wp玉士

m沢金県石

人
所
集

行
行

発
発
編

行発口
u

ハU9“
 

月Q
d
 

年。ム
ワムハH

U
9
“
 

年A
吐

円

u
f
末
T

A
官 金沢市

金沢市役所

(株)共栄

30 


